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要点 

 本基準は、企業が顧客との契約から生じる収益の会計処理に使用する単一

の包括的なモデルを示している。本基準は、IAS 第 18 号「収益」、IAS 第 11
号「工事契約」および関連する解釈指針を含む、現行の収益認識のガイダン

スを置き換えるものである。 

 コア原則は、企業は、顧客への約束した財またはサービスの移転を、当該財

またはサービスとの交換で権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で

描写するように、収益を認識するというものである。 

 本基準は、IAS 第 18 号、IAS 第 11 号および関連する解釈指針に含まれてい

たものと比べて、かなり多くの規範的ガイダンスを導入しており、大多数の企

業が少なくともある程度の影響を受けることが見込まれる。さらに、本基準

は、一部の企業に収益認識のタイミングの重大な変更をもたらす可能性があ

る。 

 企業は、新しいモデルと拡大された開示要求の両方の結果として要求される

可能性がある、業務プロセス、IT システムおよび内部統制の変更の程度につ

いて考慮する必要がある（場合によっては重大な変更となる可能性がある）。 

 本基準は、2017 年 1 月 1 日以後開始される報告期間に適用され、早期適用

は認められる。企業は、本基準を遡及適用するか、または修正された移行措

置を使用するかを選択することが可能である。 

 

はじめに 

国際会計基準審議会（IASB）は、IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」

と題する新基準（以下、「本基準」）を公表した。本基準は、IAS 第 11 号「工事

契約」、IAS 第 18 号「収益」、IFRIC 第 13 号「カスタマー・ロイヤルティ・プログ

ラム」、IFRIC 第 15 号「不動産の建設に関する契約」、IFRIC 第 18 号「顧客か

らの資産の移転」および SIC 第 31 号「収益―宣伝サービスを伴うバーター取

引」を置き換えるものである。本 IFRS in Focus は、本基準を要約したものであ

る。より詳細な情報および業界特有の情報については、www.iasplus.com を

参照。 

本基準は、2002 年に開始された IASB と米国財務会計基準審議会（FASB）

（以下、総称して「両審議会」）によるコンバージェンス・プロジェクトの成果であ

る。ディスカッション・ペーパーが 2008 年に公表された後、2010 年に公開草案

（ED）、2011 年に再 ED が公表された。最終基準はほとんど完全にコンバージ

ェンスされており、主な差異は、期中開示、回収可能性の閾値、および適用の 
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タイミングに関するものである。両審議会はまた、両審議会による実務上の不統一の解消と適用上の論点への対処の一助

となることを意図して、「共同移行リソース・グループ」を創設した。これにより、両審議会は、2017 年の本基準の発効日より

前に、収益に関する追加的なガイダンスまたは適用指針を公表する可能性がある。 

範囲 

新しい収益モデルは、リースや保険契約や金融商品のような、他の基準書の範囲に含まれるものを除く、すべての顧客との

契約に適用される。（有形固定資産、不動産、または無形資産の売却のような）企業の通常の活動に関連しない資産の移

転にも、新しいモデルの認識および測定に関する要求事項の一部を適用することが求められる。 

利息収益や配当収益の認識は、新基準の範囲には含まれない。さらに、新基準は、同業他社との非貨幣性の交換取引で、

顧客または潜在的な顧客への販売を容易にするものにも適用されない。 

契約に複数の履行義務（複数の引渡物）が含まれており、その一部が他の基準書の範囲に含まれる場合、当該他の基準

書における分割および当初測定の要求事項が先に適用され、残りの金額が収益モデルの範囲内の引渡物となる。当該他

の基準書に分割または当初測定の要求事項が定められていない場合には、IFRS 第 15 号の要求事項が適用される。 

企業は、「共同契約」と呼ばれる、契約の当事者が活動またはプロセスから生じるリスクと便益を共有するような活動または

プロセスに参加するための契約を、相手方と締結することがある。このような場合、企業は、他の企業との取引が新基準の

範囲内であるかどうかを確かめるために、当該他の企業が「顧客」であるかどうかを評価しなければならない。 

見解 

「契約」および「顧客」は本基準において定義された用語である。IASB によって導入された新しい収益モデルは、強制可能な

権利および義務を生じさせる契約があることを要求している。本基準は、これに該当するために満たさなければならない規

準を定めている（ステップ 1 参照）。あらゆる相手方が「顧客」となるわけではなく、企業の通常の活動のアウトプットである財

またはサービスを対価との交換により取得するために契約した相手方が顧客となる。特に共同契約の場合など、場合によっ

ては、契約が IFRS 第 15 号の範囲内であるか否かを評価するために、慎重な検討が必要となることもある。 

 

新しい収益モデルの概要 

コア原則は、企業は、顧客への約束した財またはサービスの移転を、当該財またはサービスとの交換で権利を得ると見込

んでいる対価を反映する金額で描写するように、収益を認識するというものである。本基準は、個々の契約単位で適用され

る。しかし、財務諸表への影響が、本基準を個々の契約単位で適用する場合と大きく異ならないであろうことが合理的に見

込まれる場合には、ポートフォリオ・アプローチも許容される。 

本モデルに適用されるステップは、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

見解 

収益を認識するためのステップは、2010 年の最初の ED から変更されていない。しかし、それらのステップの具体的な適

用に関する詳細な要求事項には、数多くの変更が加えられている。本モデルが企業のビジネスに与える影響に関する以

前の結論は適切でない可能性があるため、企業は、以前の分析に頼ることなく、新しい収益モデルの一つ一つを慎重に

検討することが必要である。 

     

ステップ 1 

 

顧客との契約の

識別 

ステップ 2 

 

契約における 

履行義務の識別 

ステップ 3 

 

取引価格の算定 

 

ステップ 4 

取引価格の契約

における履行義

務への配分 

ステップ 5 

履行義務の充足時

（または充足につ

れて）の収益認識 
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ステップ 1―顧客との契約の識別 

契約は、文書による場合もあれば、口頭である場合や含意される場合もあるが、本基準が適用されるためには、以下の規

準が満たされていなければならない。 

・ 各契約の当事者が契約を承認（書面で、口頭で、または他の慣習的な事業慣行に従って）しており、それぞれの義務

の充足を確約している。 

・ 企業が、移転される財またはサービスに関する各当事者の権利を識別できる。 

・ 企業が、移転される財またはサービスに関する支払条件を識別できる。 

・ 契約に経済的実質がある（すなわち、当該契約の結果として、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期、または金

額が変動すると見込まれる）。 

・ 企業が顧客に移転される財またはサービスとの交換で権利を得る対価について、回収できる可能性が高い

（probable）。 

通常はそれぞれの契約が別個に会計処理されることになるが、企業は、以下のいずれかに該当する場合には、同一の顧

客（またはその関連当事者）と同時またはほぼ同時に締結した複数の契約を結合することが要求される。 

・ 契約が単一の商業的な目的を有するパッケージとして交渉されている。 

・ 1 つの契約で支払われる対価の金額が、他の契約の価格または履行に左右される。 

・ 複数の契約で約束した財またはサービス（または契約で約束した財またはサービスの一部）が、単一の履行義務であ

る。 

契約の価格または範囲は変更されることがある。「承認された」（すなわち、変更された条件が強制可能な権利および義務を

生じさせる）契約変更は、（i）「区別できる」（本基準で定義されている―ステップ 2 参照）別個の履行義務を生じさせ、さらに

（ii）追加の金額が当該別個の履行義務の独立販売価格を反映するものである場合には、別個の契約として会計処理される。

そうでない場合には、変更は、原契約の修正として取り扱われる。多くの場合、契約変更の影響は、変更後の残りの取引価

格を契約の残りの履行義務に配分することによって、将来に向かって会計処理される。しかし、一定の期間にわたり充足さ

れる履行義務（ステップ 5 参照）の一部については、変更の影響が遡及的に会計処理されることとなり、収益を累積的にキャ

ッチアップする結果となる。 

ステップ 2―契約における履行義務の識別 

ステップ 5（下記参照）では、企業が履行義務を充足したときに（または充足するにつれて）収益を認識することを要求してい

る。したがって、区別できる履行義務の識別がまず必要となり（「アンバンドリング」と呼ばれることがある）、これは契約の開

始時点で行われる。 

区別できる履行義務とは、契約において約束した財またはサービスのうち、以下の条件の両方を満たすものである。 

・ 顧客が財またはサービス単独で、または顧客が利用可能な他の資源と組み合わせることで便益を受けることができる

（すなわち、区別することが可能である）。 

・ 企業が約束した顧客への財またはサービスの移転は、契約における他の約束と分離して識別可能である（すなわち、

契約の文脈において区別される）。 

さらに、本基準は、特定の規準が満たされる場合には、区別できる実質的には同じ財またはサービスで、顧客への移転の

パターンが同じであるものを、単一の履行義務とみなすことを要求している。 

以下の図は、契約における区別できる履行義務を識別する方法を説明している。 
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Is the good or service separable from other c 

 

 

 

2 つめの条件の適用（すなわち、約束した顧客への財またはサービスが、契約における他の約束と分離して識別可能である

か否かの決定）には、契約条件の分析と個別の事実および状況の考慮が必要となる。約束した財またはサービスが他の約

束と分離して識別可能であることを示す要因には、以下が含まれる。 

・ 企業は、当該財またはサービスと、契約において約束した他の財またはサービスとを結合されたアウトプットを表す財

またはサービスの束に統合する著しいサービスを提供していない。 

・ 当該財またはサービスが、契約において約束した他の財またはサービスを大幅に修正またはカスタマイズするもので

はない。 

・ 当該財またはサービスが、契約において約束した他の財またはサービスに高度に依存、または密接に相互関連して

いない。 

見解 

引き渡された財またはサービスが、まだ引き渡されていない他の財またはサービスなしでは使用できない場合、たとえ後か

ら引き渡される財またはサービスが仮に最初に引き渡される場合に区別できる場合であっても、区別できないとされる可能

性がある。 

 

見解 

例えば、コアとなるソフトウエア製品を、カスタマイズや統合といった関連する専門的サービスと一緒に提供するような企業

にとっては、契約の「密接に相互関連している」要素のアンバンドリングの制約について、慎重な検討が必要となる。そのよう

な状況では、ソフトウエア・ライセンスと専門的サービスが結合され、単一の履行義務として取り扱われ、収益の全額が一定

の期間にわたって認識される結果となる可能性がある（当該会計処理が、下記のステップ5における適切な認識の基礎であ

ると仮定する）。財またはサービスの束を区別できる履行義務として会計処理すべきかを評価するにあたり、企業は、統合

の程度、カスタマイズの水準、および履行義務が満たされるタイミング（顧客は同一の契約における他の財またはサービス

が引き渡されるまで、ある財またはサービスを使用することができない場合があるため）を含む、多くの要素を検討すること

が必要となる。 

ステップ 3―取引価格の算定 

企業は、収益を認識するにあたり、契約によって約束した財またはサービスとの交換で権利を得ると見込んでいる対価の金

額を算定しなければならない。取引価格は、固定価格である場合もあれば、値引き、リベート、割引、返金、クレジット、イン

センティブ、業績ボーナスおよびその他の類似の項目によって変動する可能性もある。企業は、変動対価、貨幣の時間価値

契約におけるすべての約束した財またはサービスの識別 

複数の財またはサービス

が約束されているか？ 

顧客は個々の財または

サービスから便益を 

受けるか？ 

財またはサービスは、契

約における他の約束と 

分離可能か？ 

区別できる履行義務 
両者をあわせて区別できない限り、 

履行義務を結合する 
区別できる履行義務 

はい はい 

いいえ 
はい 

いいえ 
いいえ 

または、容易に利用可能な

他の資源との組合せから
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（重大性がある財務要素があるとみなされる場合）、現金以外の対価、および顧客に支払われる対価を考慮して取引価格を

算定する。企業は、確率加重平均アプローチ（期待値）または単一の最も発生の可能性が高い金額アプローチのうち、企業

が権利を得ることとなる金額をより適切に予測するいずれかの方法で、取引価格を見積もらなければならない。 

見解 

「変動対価」は、売手の支配が及ばない事象によって生じる対価（「条件付対価」と呼ばれることがある）よりも広いものであ

る。変動対価は、例えば、業績ボーナスまたはペナルティ、値引き、および顧客の返品権を含む、契約に基づいて変動する

あらゆる金額を包含するものである。 

 

変動対価は、将来の見積りの変更の結果として「重大な収益の戻入れ」が生じない可能性が非常に高い（highly probable）

場合に、その範囲においてのみ、取引価格に算入される。重大な収益の戻入れは、事後的な変動対価の見積りの変更が、

当該顧客について認識された収益の累計額を大幅に減少させる結果となる場合に生じる。この「制限（constraint）」は、以

下の場合に影響がある。 

・ 対価の金額が、企業の影響力が及ばない要因（例えば、市場の変動性、第三者の判断、または高い陳腐化リスク）に

よって影響を受けやすい。 

・ 不確実性が長期間にわたり解消しないと見込まれる。 

・ 類似の履行義務についての企業な経験が限定的であるか、または可能性のある対価の金額の範囲が広い。 

企業が、重大な収益の戻入れの可能性により、取引価格に変動対価の全体を算入することが適切ではないと結論付ける場

合、企業は、当該変動対価の一部（すなわち、より少ない金額）を含めることが適切であるかを検討しなければならない。当

該より少ない金額は、制限に関する要件を満たす場合（すなわち、より少ない金額を含めることを前提に、重大な収益の戻

入れが生じない可能性が非常に高い場合）には取引価格に算入しなければならない。 

一方、新基準は、知的財産のライセンスについては、売上ベースまたは利用ベースのロイヤルティに関する特別な規定を導

入している。企業は、このようなロイヤルティについて、顧客が収益を生じさせる売上または利用を行うまで収益を認識する

ことが認められない。この制限は、企業が顧客によるその後の売上または利用の水準を裏付ける過去の証拠を有している

場合であっても適用される。 

新しいモデルに基づいて、収益は、実際に回収が予想される金額ではなく、顧客との契約によって企業が権利を得ると見込

まれる金額を反映する。しかし、企業が、過去の実務慣行などに基づいて、顧客との当初の契約によって約束した金額より

も少ない金額を最終的に受け入れる（すなわち、企業がさらなる値引きまたは割引を認める）ことを予想している場合、企業

はより少ない金額で当初の収益を見積もったうえで、当該より少ない金額について、回収可能性の評価（ステップ 1 参照）を

実施することとなる。その後、既に認識された収益について、回収できないことを示す証拠がある場合には、本基準により、

純損益において費用として別個に表示される減損損失の認識が要求される。 

契約に重大性がある財務要素が含まれる場合には、取引価格を調整し、信用期間にわたる金利収益または費用を認識す

ることによって、貨幣の時間価値の影響を考慮に入れる。これは、財またはサービスの移転から支払までの期間が 1年以内

の場合には要求されない。 

ステップ 4―取引価格の履行義務への配分 

契約に複数の区別できる履行義務が含まれる場合、企業は、関連する独立販売価格に基づいて、取引価格を区別できる履

行義務のそれぞれに配分する。 

独立販売価格の最良の証拠は、企業が当該財またはサービスを別個に販売する場合の価格である。そのような価格が利

用可能でない場合には、企業は、観察可能なインプットの使用を最大化するアプローチ（例えば、調整後市場評価アプロー

チ、見積コストにマージンを加算するアプローチ、または特定の限定的な場合における残余アプローチ）を用いて独立販売

価格を見積もることが要求される。 

取引価格に変動する金額が含まれる場合、当該変動額が契約におけるすべての履行義務に関連するのか、一部の履行義

務のみに関連するのかを検討することが必要となる。本基準における、変動額を特定の履行義務のみに関連するものと取

り扱うための規準が満たされない限り、当該変動額は契約におけるすべての履行義務に配分しなければならない。 
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企業が単一の契約で複数の区別できる財またはサービスについて約束する場合、財またはサービスが別々に購入される

場合に顧客に請求される金額と比べて、契約価格の総額に値引が適用されることもよくある。このような値引は、企業が、値

引の全体が、一部の区別できる履行義務のみに適用されることについての（本基準の特定の規準を満たす）観察可能な証

拠がない限り、契約におけるすべての履行義務に比例的に配分することが要求される。 

見解 

一部の企業にとって、このステップは、本基準を適用する際の重要な実務上の論点となる。これまでは、本論点に関するガ

イダンスが限定的であったために、企業は契約における複数の財またはサービスに収益を配分するための適切な方法の選

択に、判断を適用することが可能であった。当該新たな要求事項は、契約のそれぞれについて個別の計算と配分を実施す

ることを要求しており、これは非常に多くの異なる契約を有する企業にとっては特に困難となる。例えば、通信事業会社にと

って、携帯電話契約は、一般に、携帯端末とその後のサービス（例えば、ネットワークへの接続）の両方を含むものである。

新基準の要求事項に基づいて、取引価格（すなわち、契約により顧客が支払うべき金額）を、通常、携帯端末の当初の引渡

しをネットワーク・サービスの提供から分離することによって、区別できる履行義務に配分することが必要となる。通信事業会

社が異なる価格付けがなされた非常に多くの契約を有する場合、要求される計算の量に対応するためのシステム変更を検

討する必要があるかもしれない。 

 

ステップ 5―履行義務の充足時（または充足につれて）の収益認識 

履行義務は、特定の履行義務に関連する財またはサービス（「資産」）の支配を顧客に移転したときに履行される。「支配」は、

財またはサービスに内在する「資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力」として

定義される。これは、例えば財に関連する収益が、財の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が顧客に移転したときに認

識される IAS 第 18 号に基づくアプローチとは異なっている。 

さらに、IAS 第 18 号では、顧客に提供されるものが財であるかサービスであるかによって、収益の計上時点に関する異なる

ガイダンスが提供されている。新基準では、収益を一時点で認識すべきか一定の期間にわたって認識すべきかを評価する

ための異なるアプローチが採用されてはいるが、財の販売とサービスの販売に一貫したガイダンスが適用される。 

一定の期間にわたり認識される収益 

以下の規準のうち少なくとも１つが満たされる場合、履行義務は一定の期間にわたって充足され、収益を一定の期間にわた

って認識しなければならない。 

・ 企業の履行につれて、顧客が企業の履行による便益を受け取り消費する。 

・ 企業の履行により、資産（例えば、仕掛品）が創出されるかまたは増価し、資産の創出または増価につれて顧客が当

該資産を支配する。 

・ 企業の履行によって、企業が他に転用できる資産が創出されず、企業は現在までに完了した履行についての支払を

受ける権利を有している。 

資産が他に転用できるかどうかを検討するにあたり、売手は、契約開始時に、契約上および実務上の双方で、当該資産を

顧客との契約における設定以外の目的において使用することができるか否かを評価することが必要となる。 

上記の規準のいずれかが満たされる場合、企業は、顧客への財またはサービスの移転を描写する最良の方法で、収益を

一定の期間にわたって認識することが要求される。 

見解 

企業が収益を、製品を製造する期間にわたって認識するか、顧客への引渡しのタイミングで認識するかは、具体的な契約

条件によって異なる。例えば、ある製造契約について、製品が他に転用できず、かつ契約により顧客が企業によって履行さ

れた製造作業に対する支払を回避できない場合には、企業は、（引渡し時点ではなく）構成要素の製造期間にわたって収益

を認識することが要求される。 

 

一時点で認識される収益 
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履行義務が、一定の期間にわたって充足される履行義務としての規準を満たさない場合、資産の支配が顧客に移転する時

点を評価するために、以下の指標が考慮される。 

・ 企業が資産の物理的占有を移転した。 

・ 企業が資産について支払を要求する現在の権利を有している。 

・ 顧客が資産を検収した。 

・ 顧客が資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値を有している。 

・ 顧客が資産の法的所有権を有している。 

見解 

一時点で認識される収益について、IFRS 第 15 号は、顧客に支配が移転する時点を識別しようとしているが、一方で IAS 第

18 号は、リスクおよび経済価値が移転する時点に注目している。結果として、一部の「一時点で収益認識される」取引につ

いては、新基準の適用にあたり収益認識のタイミングが変更される可能性がある。 

 

契約に関連するコスト 

本基準は、契約を獲得するためのコストと、契約を履行するためのコストを区別したうえで、資産化すべき契約関連コストを

決定する具体的な規準を定めている。具体的には、契約獲得コストは、コストが契約を獲得するための増分コスト（例えば、

販売手数料）であり、回収されると見込まれる場合にのみ資産化される。実務上の便宜として、企業は、資産の予想償却期

間が 1 年以内である場合には、資産化に適格な契約獲得コストを発生時に費用化することが認められる。契約履行コストは、

（契約履行コストが他の基準書の範囲内となり、他の基準書の要求事項が適用される場合を除き）コストが契約に直接関連

しており、履行義務の充足に使用される資源を創出するか増価させ、回収されると見込まれる場合にのみ資産化される。い

ずれの場合も、資産化されたコストは、当該資産化されたコストに関連する財またはサービスの移転のパターンにあわせた

方法で償却される。特定の状況では、償却期間が顧客との当初の契約期間を超えて（例えば、予想される将来の契約や、

予想される更新期間）延長される可能性がある。 

追加的なガイダンス 

新基準は、企業による本基準の特定の領域の適用の一助となるように詳細なガイダンスを提供しており、その一部は、IAS
第 18 号に基づいて適用される従来の会計処理とは異なっている。具体的には、 

・ 製品保証―企業が顧客に製品保証を提供する場合、製品保証の性質が会計上の影響を決定する。顧客が製品保証

を購入するか否かを選択することができるか、または製品保証が顧客に追加的なサービス提供する場合、当該製品

保証は区別できる履行義務として会計処理される。製品保証が、単に供給した製品が合意された仕様を満たしている

という保証を提供するものである場合には、区別できる履行義務としての会計処理は適用されない。 

・ 顧客の未行使の権利―状況によっては、顧客が権利を有する財またはサービスの全部を要求しないことが見込まれ

る場合がある（一般的な例として、未行使のロイヤルティ・ポイントがある）。顧客の契約上のすべての権利のうち行使

されない部分は、「非行使部分（breakage）」と呼ばれる。ある程度（a level of）の非行使部分が予想される場合、関連

する支払われた金額は変動対価として取り扱われ、顧客による行使が予想される権利のパターンに比例して（すなわ

ち、これまでに引き渡された財またはサービスを、引渡しが予想される財またはサービスの全体を比較することによっ

て）収益が認識される。ある程度の非行使部分が当初には予想されない場合、企業は、顧客が残った権利を行使する

可能性がほとんどなくなった（remote）ときにのみ、非行使部分に関連する収益を認識する。 

・ 追加の財またはサービスに対する顧客の選択権―一部の契約は、追加的な財またはサービスを値引き価格で購入

する顧客のオプションを付与している。これが顧客にとっての「重要な権利」を表す場合（例えば、オプションが、顧客に

追加的な財を大幅な値引きで取得する権利を与えるものである場合）、企業は、取引価格の一部を当該オプションに

配分し、オプションに関連する追加的な財またはサービスの支配が顧客に移転したとき、または当該オプションが消滅

したときに収益を認識する。 

・ ライセンス―本基準は、企業に、約束した知的財産のライセンスの性質、具体的には、ライセンスが企業の知的財産

の「使用権」または「アクセス権」のいずれを顧客に与えるものであるのかを評価することを要求している。本基準は、
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ライセンスが知的財産にアクセスする権利であり、したがって支配が一定の期間にわたり移転されるものであるかを決

定するための規準を定めている。当該規準が満たされない場合には、支配が一時点で移転する、企業の知的財産の

使用権を表すライセンスとなる。当該規準の適用は、ライセンスに関連する収益が認識される方法を決定するにあたり、

非常に重要となる。 

ガイダンスには、以下の論点も含まれる。 

・ 履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定の方法 

・ 返品権付きの販売 

・ 本人か代理人かの検討 

・ 返還不能の前払手数料（upfront fee） 

・ 買戻し契約 

・ 委託販売契約 

・ 請求済未出荷（bill-and-hold）契約 

・ 顧客による検収 

・ 収益の分解の開示 

表示および開示 

本基準は、収益認識についての現行の開示要求を大幅に拡大している。要求される開示には、以下が含まれる。 

・ 「収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性が経済的要因にどのように影響されるのかを描写

する」収益の分解 

・ 契約残高の変動に関する一定の情報（例えば、期首および期末の売掛金、契約資産および契約負債の残高、契約負

債の残高に含まれていた金額のうち当期に収益として認識された金額、ならびに過去の期間に充足した履行義務に

関連して当期に収益として認識された金額） 

・ 予想存続期間が 1 年超の契約について、残存する履行義務に配分された取引価格の合計額と、企業がいつ当該収

益を認識すると見込んでいるのかの説明 

・ 契約獲得コストまたは契約履行コストについて認識した資産に関する情報 

・ 企業の顧客との契約の財またはサービスの類型、重要な支払条件、および典型的な履行義務充足のタイミングに関

する定性的な説明 

・ 収益認識の金額およびタイミングについての重大な判断の説明 

・ 貨幣の時間価値ならびに契約獲得コストおよび履行コストに関連する企業の方針決定 

・ 取引価格の算定および履行義務への配分を行うために使用した方法、インプットおよび仮定に関する情報 

発効日および経過措置 

新基準は、2017 年 1 月 1 日以後開始される報告期間に発効し、早期適用は認められる。本基準は、発効日以後に締結さ

れる新しい契約と、発効日時点で完了していない既存の契約の両方に適用される。したがって、適用初年度に報告される当

期の金額は、本基準の要求事項が期首から適用されていたかのように作成される。 

比較期間については、遡及適用（特定の実務上の便宜がある）または新基準の適用に係る修正されたアプローチのいずれ

かを使用するオプションが企業に与えられている。修正されたアプローチでは、比較年度は修正再表示されない。その代わ

りに、企業は、本基準の当初の適用による累積的影響額を発効日における期首の利益剰余金への調整として認識する。例

えば、企業が 2017 年 12 月 31 日に終了する年度より新基準の適用を開始し、修正アプローチの適用を選択する場合、新

基準の適用による累積的影響額について、2017 年 1 月 1 日時点の利益剰余金が調整される。2016 年 12 月 31 日に終了
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する年度に係る比較金額は修正再表示されない。企業が修正されたアプローチの使用を選択する場合、財務諸表の表示

項目に対する変更の影響と当該重要な変更の説明を開示しなければならない。 

以下の図は、本基準において認められる両方の方法を使用する場合に、3 つの異なる契約がどのように取り扱われるかを

示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 修正されたアプローチ 遡及適用アプローチ 

契約 1 適用開始日より前に終了する契約―IFRS第15号は適用さ

れない。 
同一の年次報告期間に開始し、終了する―実務上の便宜

を利用可能。 

契約 2 適用開始日より前に終了する契約―IFRS第15号は適用さ

れない。 

影響を受ける資本の内訳項目について、表示される最も早

い過去の期間の期首（2016 年 1 月 1 日）における開始残高

を調整する。 

契約 3 
影響を受ける資本の内訳項目について、適用開始日（2017
年 1 月 1 日）における開始残高を調整する。特別な開示が

要求される。2016 年に関する数字は修正再表示されない。 

影響を受ける資本の内訳項目について、表示される最も早

い過去の期間の期首（2016 年 1 月 1 日）における開始残高

を調整する。 

 

すべての企業は、新基準の適用による会計方針の変更の影響について開示しなければならない。 

影響に向けての計画 

新基準の発効日は数年先であるが、両審議会は、一部の企業にとっては新しい要求事項への移行のために発効日までの

期間のすべてが必要となるであろうことを認識したうえで、当該発効日を設定している。具体的には、一部の企業にとっては

システムおよびプロセスの変更が必要となり、経過措置に係る要求事項を満たすために 2 つのシステムを同時に運用するこ

とが必要となる可能性がある。 

新基準の影響について、企業は、市場への影響に備え、投資家およびアナリストの理解を得ることに加えて、収益（ひいて

は利益）を認識するタイミングが変更されることに伴う、より広範囲な影響について考慮しなければならない。特に、以下につ

いて考慮が必要となる可能性がある。 

・ 重要な経営指標（key performance indicators）および他の主要な指標への重要な変更 

・ 税金支払のプロフィールへの重要な変更 

・ 分配のための利益の利用可能性 

・ 報酬およびボーナスの計画に関連して、達成される目標のタイミングや目標が達成される可能性への影響 

・ コベナンツへの抵触の可能性 

 

決算日は 12 月 31 日とする。 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

契約１：2016 年 

に開始、終了 

契約 2：2014 年開始、2016 年終了 

契約 3：2014 年開始、2020 年終了 

適用開始日 
1 月 1 日 
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さらなるリソース 

本基準についてのさらなる考察に関する公表物は、www.iasplus.com から。 
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会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社および税理

士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの適用法令

に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 7,300 名の専門家（公認会計士、

税 理 士、コ ンサ ル タント など ）を擁 し、 多国 籍企 業 や主 要な 日本 企 業をク ライ アント として いま す 。詳 細は ト ーマツ グルー プ Web サ イ ト

（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアン

トに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライア
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